
　まだ、実施されていない場合は、以下の内容を確認いただき、上記期日までに実施をお願いします。

根拠省令等について
　危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令（平成２２年総務省令第７１号）

　危険物の規制に関する技術上の基準を定める告示の一部を改正する件

（平成２２年総務省令告示第２４６号）

流出防止対策措置内容

　➞ ➞

➞ 　➞ ➞

　➞ ➞現行の基準どおり

流出防止対策措置について
①内面ライニング（FRPコーティング）

　経年により生じたタンクの欠損部分を、内面にFRP形成(２mm以上の厚さ）することにより補うものです。

　ただし、　タンクの状態の不適（著しく腐食が進行している場合等）、消防法令不適合の場合は、内面ラ

イニングの施工ができないだけでなく、タンクの使用もできなくなります。

　　　　　設置から４０年を経過した地下貯蔵タンクを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所有されている事業者の方へ

～地下貯蔵タンクの流出事故防止対策の措置期限が迫っています～

　近年多発している危険物を貯蔵する地下貯蔵タンクからの危険物流出事故を踏まえ、危険物の規制に

関する規則等の一部が平成２２年に改正され、平成２５年１月３１日で経過措置の期限を迎えます。

　改正された内容は、製造所等の地下貯蔵タンクの中でも直接埋設された鋼製一重殻タンクにおいて、

設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚から「腐食のおそれが特に高い」または「腐食のおそれが高い」

腐食のおそれが特に
高い地下貯蔵タンク

に区分し、その区分に応じて腐食の防止を図る等の措置を講じなければなりません。

腐食のおそれが
高い地下貯蔵タンク

①内面ライニング（FRPコーティング）
②電気防食
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改正による流出防止対策措置フロー図

上記以外の
地下貯蔵タンク

①内面ライニング（FRPコーティング）
②電気防食
③危険物の漏れを検知する設備
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②電気防食

　地下貯蔵タンク周辺に電極を埋設し、タンク外部から

直流電流を流すことで、腐食の進行の防止を図るもの

です。

③危険物の漏れを検知する設備

　直径０．３mm以下の開口部からの危険物の漏れを

検知することができる設備をいいます。（高精度液面計）

腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク

５０年以上 アスファルト すべての設計板厚

モルタル ８．０mm未満

エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 ６．０mm未満

強化プラスチック ４．５mm未満

４０年以上５０年未満 アスファルト ４．５mm未満

腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク

５０年以上 モルタル ８．０mm以上

エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 ６．０mm以上

強化プラスチック ４．５mm以上１２．０mm未満

４０年以上５０年未満 アスファルト ４．５mm以上

モルタル ６．０mm未満

エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 ４．５mm未満

強化プラスチック ４．５mm未満

３０年以上４０年未満 アスファルト ６．０mm未満

モルタル ４．５mm未満

２０年以上３０年未満 アスファルト ４．５mm未満

　　

設　計　板　厚設　置　年　数

設　計　板　厚タンク外面の塗覆装の種類設　置　年　数

タンク外面の塗覆装の種類


